
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１章 大学知的財産アドバイザー派遣事業の総括 



 

 



 

 

-7-

第１章 大学知的財産アドバイザー派遣事業の総括                  
 

１．大学知的財産アドバイザー派遣事業の概要 

（１）大学知的財産アドバイザー派遣事業の概要 

大学における知的財産戦略の構築の必要性が高まっていることを背景として、特許庁では平成１４

年度以降、知的財産の管理体制が未整備な大学を対象に、知的財産の取扱いに精通した専門家を派遣

する「大学知的財産アドバイザー派遣事業」を実施してきた。平成１９年１月から、（独）工業所有

権情報・研修館が実施している。 
具体的な事業内容として、（独）工業所有権情報・研修館が本事業の支援を希望する大学を広く公

募し、評価基準、外部有識者で構成される委員会の審議により選定された大学に対して、大学知的財

産アドバイザーを原則３年間派遣するものである。派遣方法として、大学に大学知的財産アドバイザ

ーが常勤する形態と、出張で対応する非常勤の形態がある。 
大学知的財産アドバイザーの業務は、知的財産管理体制の整備、知財戦略に関する指導・助言・相

談業務（マネージメント業務）である。具体的な支援メニューとして、知的財産管理体制構築プラン

の策定支援、知的財産ポリシー、知的財産取扱規程、共同・受託研究契約書等の整備、学内における

知財人材（専任教員や事務職員）の育成や意識啓発（知財セミナーや相談会の開催）、大学知的財産

管理体制構築マニュアルの作成等があり、大学の課題に応じて柔軟な支援が行われている。 
本事業の特徴として、大学知的財産アドバイザーの派遣終了後に、大学が自立的に知的財産管理体

制を運営できることを目指している。 
 

図表１－１ 大学知的財産アドバイザー派遣事業の概要 

大学知的財産アドバイザーの業務は、知財管理体制整備、知財戦略に
関する指導・助言・相談業務（マネージメント主体）
・知的財産管理体制構築プランの策定支援

・知的財産ポリシー、知的財産取扱規程等の整備

・知財人材（専任教員や事務職員）の育成

・学内の意識啓発（知財セミナー開催、知財教育支援等）

・大学における知的財産管理体制構築マニュアルの作成 他

指導・助言・相談

大学知的財産アドバイザー 大学における事業責任者（学長、副学長）等

知的財産管理体制が未整備な大学に、知的財産の取扱に精通した専門家を派遣する
ことを通じて、大学が自立的に知的財産部門を運営できるように支援している。

 

（資料）（独）工業所有権情報・研修館作成資料。 

 

大学知的財産アドバイザー事業の派遣先大学は国公立大学、私立大学を問わず広く応募資格がある。

ただし、文部科学省の大学知的財産本部整備事業（平成１５～１７年度事業、43大学・機関）に選定
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されている大学には応募資格はない。なお、大学の規模、専門性、地域性および知的財産管理体制の

整備状況などを考慮して、１名の大学知的財産アドバイザーに複数の大学を担当させることを前提と

して、派遣先大学を選定する場合がある。 
派遣先大学の選定要件として提示されているのは以下の枠内のとおりであり、大学知的財産アドバ

イザーを派遣することによる効果、受入体制、自立性などが問われる内容となっている。 
 

派遣先大学の選定要件 

①大学内において知的財産管理体制が未整備又は構築途上にあること。 
②大学内に知的財産に結びつくシーズが豊富に存在又は将来的に存在しうること。 
③知的財産管理体制の構築の必要性を大学が組織として認識し、本事業の遂行に大学トップの支援が得られるとと

もに、本事業の実施後においても、知的財産管理部門が維持・強化される見込みがあること。 
④派遣される大学知的財産アドバイザーによる指導の受け皿となる知的財産部門の責任者及びスタッフを配し、大

学知的財産アドバイザーが学内で活動するために必要な地位や執務環境（パソコンは必須）などを整えているこ

と。 
⑤本事業の趣旨を理解し、大学知的財産アドバイザーに知的財産管理を任せるのではなく、自立的な知的財産部門

の運営に向けた計画を有すること。 
⑥本事業における派遣先大学としての過去の評価（特許庁事業を含む）が低くないこと。 
（資料）（独）工業所有権情報・研修館（平成 22年 1月）「大学知的財産アドバイザー派遣先大学選定基準」 

 
平成２２年度は新たに支援を受ける 8 大学を含めて 18 大学に大学知的財産アドバイザーを派遣し

た。平成１４年度以降の派遣実績は 60大学に上る（以下の図表を参照）。 
 

図表１－２ 大学知的財産アドバイザー派遣実績 

［近畿地区］
(私)関西大学(H14-16)
(私)龍谷大学(H15-17)
(私)関西学院大学(H15-17)
(国)福井大学(H16-18)
(国)京都工芸繊維大学(H17-19)
(私)甲南大学(H18-19)
(私)関西医科大学(H18-20)
(私)兵庫医科大学(H19-21)
(公)大阪市立大学(H20-21)
(私)神戸学院大学(H20-)
(公)奈良県立医科大学(H21-)
(私)大阪産業大学(H22-）
(国)和歌山大学(H22-)

［北海道地区］
(公)札幌医科大学(H14-18)
(国)帯広畜産大学(H18-20)
(国)旭川医科大学(H20-)
(国)北見工業大学(H20-)
(公)公立はこだて未来大学(H21-)

［東北地区］
(国)弘前大学(H15-17)
(公)会津大学(H15-17)
(国)秋田大学(H19-21)
(公)青森県立保健大学(H20-)
(私)八戸工業大学(H22-)
(公)秋田県立大学(H22-)
(国)山形大学(H22-)

［中国地区］
(公)広島市立大学(H14-16)
(国)鳥取大学(H16-18)
(国)島根大学(H19)

［九州地区］
(私)久留米大学(H16-18)
(国)長崎大学(H16-18)
(国)鹿児島大学(H16-18)
(私)産業医科大学(H18-20)
(国)大分大学(H18-20)
(私)福岡大学(H18-21)
(私)長崎総合科学大学(H19-21)
(国)佐賀大学(H20-)
(私)久留米工業大学(H22-)
(国)鹿屋体育大学(H22-)

［沖縄地区］
(国)琉球大学(H18-20)

［四国地区］
(国)高知大学(H15-17)
(国)香川大学(H16-18)

［中部地区］
(国)三重大学(H16-18)
(国)富山大学(H17-19)
(公)名古屋市立大学(H18-20)
(公)岐阜薬科大学(H19-21)
(公)愛知県立大学(H21)
(私)愛知学院大学(H21-)
(私)愛知医科大学（H22-）

［関東地区］
(私)東京理科大学(H14)
(公)首都大学東京(H14)
(私)芝浦工業大学(H15-17)
(私)中央大学(H15-H17)
(国)宇都宮大学(H18-H19)
(私)埼玉医科大学(H18-20)
(国)お茶の水女子大学(H18-20)
(私)麻布大学(H18-20)
(公)静岡県立大学(H18-20)
(私)東京工芸大学(H19-21)
(私)新潟薬科大学(H20-)
(国)浜松医科大学(H20-)

※ 黒字・・・平成２１年度までに派遣を終了した大学（４２大学）
青字・・・平成２０年度又は２１年度から派遣を継続している

大学（１０大学）
赤字・・・平成２２年度から新たに派遣した大学（８大学）

１５１８2009

１６２４2008

１６２１2007

派遣ＡＤ数派遣大学数年度

５５2002

１０１０2003

１７１７2004

１７１７2005

１７２３2006

１５１８2009

１６２４2008

１６２１2007

派遣ＡＤ数派遣大学数年度

５５2002

１０１０2003

１７１７2004

１７１７2005

１７２３2006

延べ６０大学へ
派遣してます。

 

（資料）（独）工業所有権情報・研修館作成資料。 
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（２）独立行政法人工業所有権情報・研修館における事業の進捗管理の現状 

（独）工業所有権情報・研修館は、大学知的財産アドバイザー派遣事業の円滑な推進を図るため、

本事業の評価を行うための「大学知的財産アドバイザー派遣先大学選定・評価委員会」を設置、運営

している。 
同委員会は大学教授、弁護士、企業幹部等の外部有識者４名程度により構成され、開催頻度は年２

回（１～２月）である。同委員会の審議事項として、大学知的財産アドバイザー派遣（新規・継続）

申込による派遣可否、当該年度の事業進捗状況の実地調査及び年度評価、知財プロデューサー派遣状

況報告の確認等がある。 
なお、１０～１２月にかけて（独）工業所有権情報・研修館が派遣先大学に対してヒアリングを実

施することで、事業の進捗状況の確認を行っている。 
 

図表１－３ 大学知的財産アドバイザー派遣先大学選定・評価委員会の評価フロー 

大学 情報・研修館 委員会

１月 ②大学ＡＤ派遣先大学の募集開始

①事業の業務評価、継続派遣の申込 ①取りまとめ、要件確認等

①委員会開催の通知

２月

②大学ＡＤ新規派遣の申込 ②募集締切

②新規申込大学への現地調査

３月 ①委員会開催の通知

①②新規・継続派遣決定の通知

４月 ①②派遣協定の締結 ①②派遣協定の締結

５月

６月

７月

８月

９月 ①②現地ヒアリング実施の通知

１０月 ①②実地ヒアリング実施（～１２月下旬） ①②派遣先大学実地ヒアリングの実施

１１月

１２月

①②事業計画・年間スケジュールの
作成・提出

②第２回委員会開催（大学ＡＤ新規派遣
の可否を審議）、ＩＮＰＩＴへ審議結果を報
告

①第１回委員会開催（大学ＡＤ派遣先大
学の事業進捗評価、継続派遣の可否を
審議）、ＩＮＰＩＴへ審議結果を報告

 
（資料）12 月以降、１月からは本表と同様。 


